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古丹別こども園おゆうぎ会古丹別こども園おゆうぎ会



実践力と資格で差をつける：苫前商業高校の特色と進路支援の取り組み
地域で守り育てよう 私たちの苫前商業高等学校

▼
一
人
ひ
と
り
の
夢
の
実
現
に
向
け
て

　
苫
前
商
業
高
校
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
に
関
連
す
る

実
践
的
な
学
習
と
、
個
々
の
努
力
を
形
に
す
る

資
格
取
得
支
援
を
通
し
て
、
生
徒
一
人
ひ
と
り

の
夢
や
目
標
の
実
現
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
ま

す
。
生
徒
が
自
信
を
持
っ
て
社
会
に
羽
ば
た
き
、

そ
れ
ぞ
れ
の
舞
台
で
輝
け
る
よ
う
、
一
人
ひ
と

り
の
可
能
性
に
寄
り
添
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

地
域
連
携
委
員
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
田
　
薫

◆
本
校
の
強
み
：
社
会
で
活
用
で
き
る
専
門
知
識

と
資
格
取
得

◇
ビ
ジ
ネ
ス
に
直
結
す
る
専
門
科
目

本
校
で
は
、
普
通
教
科
の
基
礎
的
な
学
習

に
加
え
、
高
校
か
ら
学
習
が
始
ま
る
ビ
ジ
ネ

ス
に
直
結
し
た
科
目
群
（
簿
記
・
会
計
、
マ
ー

ケ
テ
ィ
ン
グ
、
情
報
処
理
な
ど
）
を
体
系
的

に
学
ん
で
い
ま
す
。

◇
自
信
と
未
来
を
拓
く
資
格
取
得

全
国
商
業
高
等
学
校
協
会
の
各
種
検
定
【
ビ

ジ
ネ
ス
計
算
、
簿
記
、
ビ
ジ
ネ
ス
文
書
、
情

報
処
理
（
ビ
ジ
ネ
ス
情
報
・
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン

グ
）、英
語
、商
業
経
済（
ビ
ジ
ネ
ス
基
礎・マ
ー

ケ
テ
ィ
ン
グ
・
商
品
開
発
と
流
通
・
ビ
ジ
ネ
ス
・

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
ビ
ジ
ネ
ス
法
規
）、
財
務
諸

表
分
析
、
管
理
会
計
論
、
財
務
会
計
論
】
や

日
商
簿
記
検
定
な
ど
、
多
彩
な
資
格
取
得
を

奨
励
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
資
格
は
、
就

職
活
動
に
お
け
る
履
歴
書
や
進
学
時
の
願
書
、

活
動
報
告
書
な
ど
に
記
載
で
き
、
大
き
な
ア

ド
バ
ン
テ
ー
ジ
と
な
る
だ
け
で
な
く
、
達
成

感
や
自
信
を
育
む
こ
と
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

資
格
取
得
を
通
し
て
、
実
践
的
な
ス
キ
ル
を

身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
卒
業
後

の
進
路
選
択
の
幅
も
広
が
り
ま
す
。

●
多
彩
な
進
路
実
績
：
生
徒
の
努
力
を
形
に
す
る

サ
ポ
ー
ト
体
制

○
多
岐
に
わ
た
る
卒
業
生
の
進
路

卒
業
生
は
、
地
元
の
優
良
企
業
や
役
場
と

い
っ
た
公
的
機
関
で
地
域
社
会
に
貢
献
す
る
一

方
、
大
学
や
専
門
学
校
へ
進
学
し
、
よ
り
高
度

な
専
門
知
識
の
探
求
や
資
格
取
得
に
挑
戦
す
る

者
も
数
多
く
い
ま
す
。

○
豊
富
な
推
薦
制
度
の
活
用

今
年
度
、
指
定
校
推
薦
を
い
た
だ
い
た
学
校

数
は
次
の
と
お
り
で
す
。
大
学
は
、
道
内
11
校
、

道
外
21
校
、
短
期
大
学
は
、
道
内
５
校
、
道
外

７
校
、
専
門
学
校
は
、
道
内
19
校
、
道
外
６
校

で
す
。

そ
の
中
で
、
大
学
受
験
に
お
い
て
、
従
来
の

指
定
校
推
薦
に
加
え
、
総
合
型
推
薦
制
度
を
利

用
し
て
合
格
し
た
生
徒
が
い
ま
す
。
自
身
の
努

力
次
第
で
多
様
な
受
験
形
態
を
選
択
で
き
る
こ

と
を
示
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
専
門
学
校
の
Ａ

Ｏ
特
待
生
制
度
を
活
用
し
て
合
格
し
た
生
徒
も

い
ま
す
。
こ
の
制
度
は
、
志
望
動
機
や
意
欲
、

学
習
成
績
や
活
動
実
績
、
面
接
や
小
論
文
の
内

容
、
人
物
評
価
な
ど
、
日
々
の
努
力
や
実
績
が

評
価
さ
れ
る
も
の
で
、
こ
う
し
た
制
度
を
活
用

し
た
進
学
も
可
能
で
す
。
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地域おこし協力隊だより地域おこし協力隊だより

　新年明けましておめでとうございます。昨年
4 月に苫前町へ移住して以来、慣れないことも
多いなか、行政・住民の皆さまに温かく支えて
いただき、少しずつ暮らしに馴染んできました。
温かいお力添えに感謝いたします。昨年は多く
の学びと出会いに恵まれました。本年も現場の
声を大切に連携を深めながら、地域おこし協力
隊として一歩ずつ取り組み、苫前町の魅力発信
に努めてまいります。引き続き温かいご指導ご
協力を賜れますと幸いです。本年もよろしくお
願いいたします。　

若林 勇利
【新年のご挨拶】
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　11/8・9、パシフィコ横浜で開催の「ふるさとチョイス大感謝祭」に参加しました。
163 自治体の装飾や企画は、今後のブース設計・導線づくりの参考に。苫前町は 1
時間ごとに「タコ」「白米」を試食提供し、その導線で抽選会を実施。待機列でふる
さとチョイス苫前町の “ お気に入り登録 ” →試食→抽選という流れが好評で運用も滑
らかでした。メニューは、炊き立ての「ゆめぴりか」と、茹でタコをお刺身風に提供。
会話が生まれ、ふるさと納税返礼品の PR につながりました。一方、試食・抽選のな
い時間帯の滞留づくりは次回の課題。装飾の統一感など学びを次回出展に活かしま
す。

【ふるさと納税返礼品の PR 活動】
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苫前町財政
事情説明書 令和 6 年度苫前町の決算 苫前町長　福　士　敦　朗

令和 7 年 12 月

　 　　　　令和６年度一般会計の決算状況は歳入総額 45億 3,647 万円に対し、歳出総額 43億 8,282 万円であり、
歳入から歳出を差引すると 1 億 5,365 万円となり、翌年度へ繰り越すべき財源 842 万円を除き、実質収支額は 1 億 4,523
万円となりました。その収支黒字のうち 5,000 万円を基金に積み立てました。

なお、前年度決算からの主な増減については、穀類乾燥調製施設貯蔵施設新設増強事業が終了したことにより、歳入
では道支出金が 3 億 1,817 万円減少し、総額 2 億 8,853 万円の減額となりました。また歳出では、歳入同様穀類乾燥
調製施設貯蔵施設新設増強事業の終了により農林水産費が 4 億 4,674 万円、一般廃棄物処理施設整備事業の一部終了に
伴い衛生費が 6,014 万円減少したことにより、歳出総額 4 億 1,573 万円の減額となりました。
　今後も大型事業や既存施設の維持補修、物価高騰による歳出の増加は避けられないことから、費用対効果の高い予算
編成や効率的な予算執行を行うなど健全な財政運営を行ってまいります。

町では、年２回まちの財政事情を公表しています。今回は、令和6年度決算についてお知らせいたします。

一般会計

基金の種類 残  高
財政調整基金 23 億 982 万円
減債基金 6,219 万円
国鉄羽幌線代替輸送確保基金 8,630 万円
文化振興基金 384 万円
公共施設等整備基金 5 億 2,544 万円
まちおこし基金 2,144 万円
地域福祉基金 1 億 3,798 万円
ふるさと基金 3,343 万円
地域医療整備基金 900 万円
森林環境譲与税基金 2,202 万円
産業振興基金※ 1 億 3,136 万円
特別会計の基金 1 億 3,540 万円
備荒資金組合納付金 1 億 5,181 万円

合  計 36 億 3,004 万円
　　　　　　　　　　　　 ※は貸付金を含む

建物 68,817㎡
土地 1,515㎡

出資金 1,182 万円
貸付金 189 万円
物品等 5 億 945 万円

種  別 残  高
一般会計 ( 元金 ) 45 億 7,495 万円
一般会計 ( 利子 ) 1 億 1,834 万円

簡易水道事業会計 4 億 8,472 万円
下水道事業会計 8 億 5,012 万円

風力発電事業会計 6 億 4,496 万円
合  計 66 億 7,309 万円

区分 比率 説明
財政力指数 0.153 財政基盤の強弱を示し、標準的な行政活動に必要な財源をどれくらい調達できるか表しています。

経常収支比率 78.6% 人件費等の経常経費に、町税、地方交付税等の経常的な収入が充てられている割合を示します。
実質収支比率 4.70% 標準財政規模 ( 一般財源の標準的な規模を示す数値 ) に対する実質収支の割合を示します。
実質赤字比率 － 一般会計における実質赤字の標準財政規模に対する割合です。※黒字なら「－」と表示。

連結実質赤字比率 － 町のすべての会計における実質赤字の標準財政規模に対する割合です。※黒字なら「－」と表示。
将来負担比率 － 町のすべての会計において将来負担すべき実質的な借金返済の標準財政規模に対する割合です。

※算定されない場合「－」と表示。
実質公債費比率 9.1% 標準的な財政規模に対する実質的な借金返済(公営企業の借金返済等を含む)の占める割合です。
起債制限比率 5.4% 標準的な財政規模に対する借金返済の占める割合です。

◆町民一人に使われたお金は？〈総額 166．4 万円〉

◆財政指標

◆わが町の借金は？
※公営企業債については、利息を含む

◆わが町の財産は？

◆わが町の貯金は？

歳入
45 億

3,647 万円

地方交付税
26 億 3,948 万円円

国庫支出金
3 億 6,766 万円

道支出金
2 億 7,630 万円

町債
2 億 8,790 万円

町税
4 億5,119 万円

繰入金
4,021 万円

交付金
1 億 887 万円

使用料・手数料
9,668 万円

地方譲与税
7,299 万円

その他
1 億9,519 万円

歳出
43 億

8,282 万円

土木費
 6 億3,895 万円

公債費
6 億7,672 万円

民生費
５億9,709 万円

衛生費
 5 億 226 万円

教育費
 4 億2,014 万円

商工費
1 億7,503 万円

総務費
8 億 1,801 万円

消防費
1 億 6,195 万円

議会費
 4,836 万円

その他
1,991 万円

公債費
 25.7 万円

商工費
6.6 万円

総務費
31.0 万円

民生費
22.7 万円

土木費
24.3 万円

（令和 7 年５月３１日現在）

衛生費
19.1 万円

教育費
15.9 万円

農林水産業費
12.3 万円

消防費
6.2 万円

議会費
1.8 万円

その他
0.8 万円

農林水産費
３億 2,440 万円



広報とままえ　1 月号　13 頁

特別会計と公営企業会計の決算

　被保険者の医療費の７・８割給付、
出産育児一時金や葬祭費などの給付を
行っています。町内の国民健康保険の
加入者数は 375 世帯、665 人となっ
ています ( 令和 6 年度末 )。

○歳　入 ４億３，１９３万円
　介護保険料
　国・道支出金
　繰入金
　その他

６，１６０万円
１億１，６６４万円

７，９４４万円
１億７，４２５万円

○歳　出 ４億１，５３２万円
　保険給付費
　その他

３億５，６６８万円
５，８６４万円

◇貯金残高		     ５，５８０万円

　75 歳以上又は 65 ～ 74 歳で一定の
障がいのある方を対象に医療費の給付
などを行っています。町内の後期高齢
者医療の加入者数は 660 人となってい
ます ( 令和６年度末 )。

町内全域に水道水を給水し、施設の維持
管理を行いました。

苫前及び古丹別両地区の下水浄化セン
ターの維持管理並びに下水道の普及促進
を図りました。

○歳　入 ４億３，７４４万円
　保険税
　道支出金
　繰入金
　その他

９，４０８万円
2 億８，９６８万円

５，３４０万円
２８万円

○歳　出 ４億３，７００万円
 　保険給付費
 　その他

２億７，８２５万円
１億５，８７５万円

◇貯金残高　　       　  ５，８１３万円 

○収益的収入 2 億２，９０３万円
　営業収益
　営業外収益

９，００７万円
１億３，８９６万円

○収益的支出 2 億１，４３７万円
　営業費用
　営業外費用
　特別損失

１億６，７２９万円
４，３７４万円

３３４万円
〇資本的収入 1 億１，２３２万円
　企業債 ９，５６０万円
　国庫補助金 １，６７２万円
〇資本的支出 １億６，５９１万円
　建設改良費 １億２，１１６万円
　企業債元金償還金 ４，４７５万円
◇借金残高          　 ４億８，４７２万円

○歳　入 ６，０７６万円
　保険料
　繰入金
　その他

４，０９７万円
１，９４４万円

３５万円
○歳　出 ６，０７５万円
 　広域連合納付金
　 その他

６，００３万円
７２万円

○収益的収入 2 億７，６８７万円
　営業収益
　営業外収益

２，３９５万円
2 億５，２９２万円

○収益的支出 2 億２，６９０万円
　営業費用
　営業外費用
　特別損失

2 億１，０４２万円
１，３０８万円

３４０万円
〇資本的収入 1 億１，９８６万円
　企業債 ５，９８０万円
　国庫補助金 ６，００６万円
〇資本的支出 2 億１５４万円
　建設改良費 1 億２，０１４万円
　企業債元金償還金 ８，１４０万円
◇借金残高               8 億５，０１２万円

簡易水道事業会計

下水道事業会計

○収益的収入 １億２，２３５万円
　営業収益 １億２，２３５万円
○収益的支出 1 億８６１万円
　営業費用
　営業外費用
　特別損失
　補助金

８，２２１万円
１，１９８万円

５９４万円
８４８万円

〇資本的収入 0 円
〇資本的支出 ５，４０４万円
　企業債元金償還金 ５，４０４万円
◇借金残高               6 億４，４９６万円

《国民健康保険特別会計》

風力発電事業会計

《介護保険特別会計》
　65 歳以上の方（第１号被保険者）及
び 40 ～ 64 歳で特定の疾病がある方（第
２号被保険者）が利用した介護サービス
利用費の７～９割給付等を行っていま
す。町内の介護保険の加入者数は第１号
被保険者で 1,146 人となっています ( 令
和６年度末 )。

《後期高齢者医療特別会計》
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健康ばんざい健康ばんざい

　夏は外で身体を動かし、汗をかいて痩せるが、冬は身体を動かす機会が減り、おいしいもの
をたくさん食べるため太ってしまう・・・。そんな方が多くいらっしゃるのではないでしょうか。
実はそれ、身体に多くの負担がかかっています。

〈お問合せ〉保健福祉課保健係　0164-64-2215〈お問合せ〉保健福祉課保健係　0164-64-2215

冬に太って夏痩せるは危険！冬に太らないためには冬に太って夏痩せるは危険！冬に太らないためには

体重が増えると体の中で何が起こっているの・・・？
・体重が増える：一番最初に増えるのは水分量、その後、過剰摂取した糖や脂肪が蓄積

水分量が増える⇒血液中の水分量が増え、血管に負荷がかかり血圧が上がる
糖や脂肪が蓄積⇒糖尿病や脂質異常症などの生活習慣病リスクとなる

太ったり痩せたりを繰り返すと・・・？
・太るたびに血管への負担や脂肪が蓄積され、動脈硬化リスクが高まる
〇実は・・・冬は痩せやすい季節
　冬は寒さを逃れようと体温を上げるため、基礎代謝（何もしなくても消費されるエネルギー）
が高まる時期で、1 年の中でも痩せやすいと言われています。

【冬に太ってしまう理由は・・・】
①夏と比較して活動量が低下する
②クリスマスや年末年始など美味しいものをたくさん食べるイベントが盛りだくさん
③基礎代謝が高まると必要栄養量が増加し、食欲増進しやすい などが挙げられます

【食べすぎ、飲みすぎに注意！】
　食べすぎは胃の容量を増やし、その後の暴食につながりかねません。また、アルコールには
炭水化物と比較して 1g あたり約 1.8 倍のカロリーが含まれているため 1 日 1 合、休肝日を設け
ることで摂取エネルギー量を調節、肝臓を休めてあげましょう。

〇太らないためには “ 摂取エネルギー量≦消費エネルギー量 ” にすることが大切

【野菜を積極的に食べましょう】
　野菜に多く含まれる食物繊維には血糖値の急上昇を抑制、コレステロールの排泄促進効果な
どがあり、エネルギーが低い食材の 1 つ。また、よく噛んで食べることにより満腹感を得るこ
とができます。

【夜遅くの飲食に注意！】
　夜は活動量が少ないため糖や脂肪の消費が十分にできず、22 時以降はホルモンの働きにより
脂肪合成が促進されるため、20 時以降（就寝 3 時間前）の飲食は控えましょう。

　過剰に摂取した栄養素は肝臓に運ばれ、約３日間は空腹時、運動時など栄養が不足した時用
に貯蓄されるため、その間に体重を減らせば体脂肪になりにくいとされています。

〇体重が増えてしまった場合・・・３日以内に元の体重に戻すことが重要！

　健康を維持するため、１日に 350 ｇの野菜を摂取するとよいと言われていますが、11 月に行っ
た野菜摂取量調査（健診結果説明会に来所した 34 名が回答）では 1 人しか目標量を達成してい
ませんでした。また、朝食・夕食は回答者の 8 割前後が野菜を摂取していましたが、昼食では
半数以下まで減少し、野菜摂取量が少ない原因の１つであることがわかりました。毎食野菜を食
べて、健康を維持しましょう！野菜を食事に取り入れる 4 つのポイントを紹介します。

〇野菜を毎食摂取しましょう！

①加熱調理をして野菜の “ かさ ” を減らす
②汁物に入れて野菜のうまみを引き出し、“ かさ ” も減らす
③カット野菜・冷凍野菜を活用して野菜を処理する手間を省く
④簡単に食べられるトマトやきゅうり、作り置きの副菜などを常備する



地域包括ケアだより

　令和７年１月に開設した苫前町成年後見センターの適正な運営や事業内容のほか、
支援に対する課題を地域の関係機関が連携し協議する場として、去る 11 月 28 日（金）
に「令和７年度苫前町成年後見センター運営協議会」を開催しました。

苫前町成年後見センター苫前町成年後見センター
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・訪問看護や施設などの医療・福祉関係機関
・各種金融機関
・町内会などの地域団体
・弁護士や司法書士などの専門職

運営協議会の主な構成メンバー

　初回は、成年後見制度の概要や成年後見センターの事業内容について説明したほか、
運営協議会とはどのようなものなのかについて説明を行いました。
　また、出席した構成メンバーでの意見交換を行い、具体的な役割やイメージを持つ
ことができました。

運営協議会は、知的障がい、精神障がい、認知症などにより、判断能力が不十分な
人が安心して生活できるように、地域の関係機関や法律に関する専門職等と連携して
成年後見制度に関する支援を協議する場です。
　今後も運営協議会において情報共有し、連携した体制でみなさんの権利擁護に努め
てまいります。

　□お金の管理がうまくできない。　　　　　　　　□親が、悪徳業者に騙された。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　また騙されたらと思うと不安。
　□契約手続きが難しくてわからない。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□一人暮らしで、将来、認知症に
　□子どもに障害があり、家族が支援できなく　　　　なった時が不安。
　　なった時に一人で生活できるか不安。

☑ 障がいや高齢により、このようなことに困っていませんか？

成年後見制度に関する相談窓口！

「苫前町成年後見センター」
お問合せ　苫前町地域包括支援センター（保健福祉課）　0164-64-2215

（苫前町保健福祉課 苫前町地域包括支援センター内）

運営協議会を開催しました運営協議会を開催しました

まずは
チェック！
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「国民年金と確定申告・住民税申告」「国民年金と確定申告・住民税申告」
国民年金

　令和 7 年１月から１２月までに納付した国民年金保険料は、確定申告及び住民税申
告において「社会保険料控除」の対象になります。９月 30 日までに保険料を納めて
いる方には、控除証明書のハガキが発送されておりますので、申告まで大切に保管し
てください。

　公的年金（障害年金や遺族年金等の非課税年金を除く）を受給している方について
は、収入となり、その収入額から公的年金等控除額を差し引いた額が「公的年金等に
係る雑所得」となります。公的年金等控除額は収入額によって異なります。
　公的年金収入がある方は、原則、苫前町に対して「住民税申告」が必要です。ただ
し、公的年金に係る雑所得以外の所得金額が２０万円を超える方、または、年金収入
が４００万円を超える方は「確定申告」が必要です。なお、年金収入が４００万円以
下の方も、所得税が源泉徴収されており、還付を受ける場合には確定申告が必要です。

　確定申告は所得税（国税）の申告であるのに対し、住民税申告は住民税のための申
告です。そのため、確定申告が不要の方も、原則、住民税申告は必要です。確定申告
をした方は住民税申告を兼ねているので改めて住民税申告は必要ありません。
申告をしないと、住民税が課税されたり、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、
医療費負担額が高くなるなどの影響がでますので、忘れずに申告してください。
　住民税申告については、申告時期が近づきましたら税務係からお知らせがあります
ので、ご確認をお願いします。

苫前町住民生活課住民係
留 萌 年 金 事 務 所

0164-64-2213お問合せ
0164-43-7211

【国民年金保険料を納めている方】

【公的年金を受給している方】

【確定申告不要なのに住民税申告が必要？】
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確定申告が必要です

国民年金の支給開始年齢（誕生日の前日）になったら、裁定請求書を役場
窓口までお持ちください。必要な書類が不明な場合はご相談ください。

はい



国民健康保険ガイド

同じ人が同じ月内に一医療機関に支払った自己負担額が、下表の限度額を超えた場合、そ
の超えた分が支給されます。認定証 ( 申請により交付 ) を提示することにより、外来・入院
とも個人単位で一医療機関の窓口での支払いは限度額までとなります。

※１ 判定所得＝総所得金額等－基礎控除 （４３万円）
※２ 過去１２ヶ月以内に、 同じ世帯での支給が４回以上あった場合の４回目以降の限度額です。

　７０歳以上７５歳未満の方は、外来 ( 個人単位 ) の限度額Ａを適用後、外来＋入院（世帯単位）
の限度額Ｂを適用します。外来・入院とも、個人単位で一医療機関の窓口での支払いは限度
額までとなります。

●75歳に到達する月は、国民健康保険と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ２分の１となります。
●住民税課税世帯（現役並みⅡ・現役並みⅠ）の方は、「限度額適用認定証」の提示が必要です。
●住民税非課税世帯 (低Ⅱ・低Ⅰ )の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。

【お問合せ先】　　　苫前町住民生活課住民係　　　　　☎ 0164-64-2213

医療費が高額になったとき

７０歳未満の方の所得区分と限度額

７０歳以上７５歳未満の方の限度額

適
用
区
分

所得区分
自己負担限度額（月額）

３回まで ４回目以降（※2）

ア 判定所得（※ 1）が 901 万円を超える世帯または未申告世帯
252,600 円 +

医療費が 842,000 円を越えた場合は、その越えた分の１％ 140,100 円

イ 判定所得が 600万円を超え 901万円以下の世帯
167,400 円 +

医療費が 558,000 円を越えた場合は、その越えた分の１％ 93,000 円

ウ 判定所得が 210万円を超え 600万円以下の世帯
80,100 円 +

医療費が 267,000 円を越えた場合は、その越えた分の１％ 44,400 円

エ 判定所得が210万円以下の世帯（住民税非課税世帯を除く） 57,600 円 44,400 円
オ 住民税非課税世帯 35,400 円 24,600 円

自己負担限度額（月額）

所得区分
外来（個人単位）A

現役並み所得者Ⅲ 252,600 円 +（総医療費 -842,000 円）× 1％〈多数回該当：140,100 円〉

現役並み所得者Ⅱ 167,400 円 +（総医療費 -558,000 円）× 1％〈多数回該当：93,000 円〉

現役並み所得者Ⅰ 80,100 円 +（総医療費 -267,000 円）× 1％〈多数回該当：44,400 円〉

一般 18,000 円
［年間上限 144,000 円］

57,600 円
〈多数回該当：44,400 円〉

住民税非課税世帯（低Ⅱ） 8,000 円 24,600 円

住民税非課税世帯（低Ⅰ） 8,000 円 15,000 円

外来+入院（世帯単位）B

病院等でかかった医療費が高額になったとき、みなさんの負担が軽くなるように窓口での
支払いが自己負担限度額までになる制度です。

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関では、健康保険証利用登録さ
れたマイナンバーカード（マイナ保険証）を利用することで限度額を超えた支払いが免除さ
れます。（役場での事前申請は不要です）
　なお、マイナ保険証を利用していない方は「限度額適用認定証」（70 歳未満の住民税課税
世帯の国民健康保険の加入者と、70 歳以上の現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの国民健康保険の加入者）
または「限度額適用・標準負担額減額認定証」（住民税非課税世帯の国民健康保険の加入者）
が必要となります。認定証の発行は事前に役場又は古丹別支所で申請が必要です。発行に当
たっては保険料の滞納がない世帯に限りますので、ご注意ください。

「高額療養費制度」とは　※限度額を超えた医療費は国民健康保険が負担します。
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学びの広場

～申し込み・お問合わせはこちらまで～

苫　前　町　公　民　館苫　前　町　公　民　館
TEL  0164-65-4076　FAX  0164-65-3220
Email　shakaikyoiku@town.tomamae.lg.jp

苫前町公民館図書室からのおしらせ

本とあそぼう④「お正月あそび」
次回開催の「本とあそぼう」は、みんなで楽しめるお正月あそびを行います。
当日参加も可能ですので、ぜひお気軽に図書室へ足を運んでください。

 日　時　　令和８年１月１０日（土）10：00 ～ 11：30
 場　所　　苫前町公民館図書室
 内　容　　読み聞かせ、人間すごろくなどのお正月あそび
 対　象　　未就学児と保護者、小学１・２年生

日　　　時　　令和 8 年１月１２日 ( 月・祝 )　13：00 ～（遅れても大丈夫です！）
場　　　所　　苫前町公民館　講堂
参　加　料　　無料
持　ち　物　　汚れてもいい服装、太筆・墨汁（持っていれば）　　
申   込   み　　 1 月 9 日（金）までに公民館へご連絡ください。

公民館講座公民館講座「「新春書き初め会新春書き初め会」」

日　　　時　　令和８年２月 22 日 ( 日 )　（開会式）9：30 ～
場　　　所　　とままえ温泉ふわっと

部　　　門　　親子 / 小学 1・2 年生 / 小学 3・4 年生 / 小学 5・6 年生
　　　　　　　中学生・高校生・一般 / 大凧 / 連凧
参 加 資 格　　手作り凧であること
参　加　料　　無料

第 51回　苫前町凧あげ大会第 51回　苫前町凧あげ大会

12 月 6 日 ( 土 ) 苫前町公民館で『手打ちそ
ば三平』店主 平田日出男氏を講師に、家庭に
ある調理用具で出来る「そば打ち体験」を開
催した。参加した 15 名は、そばの出来映えに
満足し、自宅へ持ち帰り茹でて、新そばの味
を堪能した。
　今年の「年越しそば」はぜひ手打ちにチャレンジ！！

「家庭の調理器具で手軽にそば打ち」



科目 予算現額 構成比（％） 収入済額 執行率（％）
分担金及び負担金 214,212 88.5 98,000 45.7

（苫前町） （62,055） （29.0） （28,430） （45.8）
（羽幌町） （114,944） （53.6） （52,518） （45.7）

（初山別村） （37,213） （17.4） （17,052） （45.8）
使用料及び手数料 20,828 8.6 12,215 58.6

財産収入 7,000 2.9 433 6.2
繰越金 100 0.0 25,840 25,840.0
諸収入 10 0.0 338 3,380.0
合計 242,150 100.0 136,826 56.5

科目 予算現額 構成比（％） 支出済額 執行率（％）
議会費 271 0.1 55 20.3
総務費 36,489 15.1 17,130 46.9
衛生費 195,390 80.7 67,935 34.8
予備費 10,000 4.1 0 0.0
合計 242,150 100.0 85,120 35.2

令和 7 年度一般会計予算上半期（R7.4.1 ～ R7.9.30）
歳入

歳出

羽幌町外２町村衛生施設組合財政状況羽幌町外２町村衛生施設組合財政状況
羽幌町外２町村衛生施設組合では条例に基づいて、予算の執行状況等をお知らせしています。
これは、組合の財政を知っていただき、組合運営へのご理解とご協力をお願いするものです。

令和 6年度一般会計決算

科目 令和 6 年度 対前年度
決算額 構成比（％） 増減額 率（％）

分担金及び負担金 558,518 77.3 △ 271,681 △ 32.7
（苫前町） （163,220） （29.2） （78,654） （32.5）
（羽幌町） （298,895） （53.5） （145,430） （32.7）

（初山別村） （96,403） （17.3） （47,597） （33.1）
使用料及び手数料 27,624 3.8 △ 309 △ 1.1

財産収入 12,708 1.8 345 2.8
繰越金 24,122 3.3 3,846 19.0
諸収入 1,611 0.2 323 25.1

国庫支出金 97,891 13.6 △ 172,384 △ 63.8
合計 722,474 100.0 △ 439,860 △ 37.8

歳入

科目 令和 6 年度 対前年度
決算額 構成比（％） 増減額 率（％）

議会費 152 0.0 △ 141 △ 48.1
総務費 34,836 5.0 △ 358 △ 1.0
衛生費 661,646 95.0 △ 441,079 △ 40.0
予備費 0 0.0 0 0.0
合計 696,634 100.0 △ 441,578 △ 38.8

歳出

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

　令和 6 年度の決算が監査委員の審査を経て、組合議会 11 月定例会で認定されました。
　歳入総額は 722,474 千円、歳出総額は 696,634 千円で、差し引き 25,840 千円の決算
となっております。
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公民館講座公民館講座「「新春書き初め会新春書き初め会」」

第 51回　苫前町凧あげ大会第 51回　苫前町凧あげ大会
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年末年始の町内各施設・機関の業務
　年末年始の町内各施設・機関の業務については、下記のとおりとなっております。
１　苫前町役場・古丹別支所／☎役場 0164-64-2211・支所 0164-65-3311

年末　12 月 30 日まで 年始　1 月 6 日から
２　苫前町公民館／☎ 0164-65-4076

年末　12 月 30 日まで 年始　1 月 6 日から

４　とままえ温泉ふわっと／☎ 0164-64-2810
年末年始　平常どおり営業

５　ななかまどの館／☎ 0164-65-4351
年末　12 月 28 日まで 年始　1 月 6 日から

６　苫前クリニック・苫前厚生クリニック

年末　12 月 30 日 午前まで 年始　1 月 5 日から

７　古丹別歯科診療所・苫前歯科診療所

年末　12 月 26 日 午前まで 年始　1 月 5 日から古丹別歯科診療所

年末　12 月 25 日 午前まで 年始　1 月 6 日から苫前歯科診療所

　※緊急の方は 12：00から 13：00の間に 0164-65-3987 へお電話ください。
８　ゴミ収集車の運行／☎ 0164-64-2213

年末　12 月 30 日まで 年始　1 月 5 日から

９　し尿くみ取りの業務／☎ 0164-64-2213
年末　12 月 26 日まで 年始　1 月６日から

10　患者輸送車の運行／☎ 0164-64-2215
年末　12 月 26 日まで 年始　1 月 5 日から

　※１月７日収集の古丹別地区　粗大ごみは、1月６日までにお申し込みください。

　※お申し込みは、苫前環境産業（有）☎ 0164-64-2939 へお願いします。

☎苫前クリニック 0164-64-9070・厚生クリニック 0164-65-3535

☎古丹別 0164-65-3987・苫前 0164-64-2234

３　スポーツセンター・図書館／☎ 0164-65-4076
年末　12 月 30 日まで 年始　1 月 6 日から

苫前クリニック

苫前厚生クリニック 年末　12 月 26 日 午前まで 年始　1 月 5 日から

　 Information
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町内予定

  5 日 ( 月 ) 苫前町消防団出初式　　11 日 ( 日 ) 苫前町 20 歳の集い
  9 日 ( 金 ) 健康相談（公民館）

1 月

 
　

所得税等確定申告の記載指導について
　令和７年分所得税等確定申告の記載指導及び受付を実施しますので、申告が必要
な方はぜひご利用ください。
　〇対象者
　　給与のほかに所得がある方、２か所以上から給与をもらい年末調整されていな　
　い方、医療費・寄付金・住宅ローン控除等、確定申告をすると所得税が還付され
　る方
　〇日時と場所
　　２月２日（月）～９日（月）９時から 17 時まで　苫前町役場 １階ロビー
　　２月１０日（火）　　　　　  9 時から 16 時まで　苫前町公民館 講堂
　○申告に必要なもの（持参するもの）

①賃金・給料・年金等の源泉徴収票（給与・年金支払報告書）、②マイナンバーカー
ド（ない場合は運転免許証等の本人確認書類）、③印鑑、④生命・地震保険料等
の領収書や払込証明書、⑤医療費控除の明細書または医療費通知（医療費のお
知らせ等）、⑥健康保険料 ( 税 )、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年
金保険料等の領収書等支払額がわかるもの、⑦金融機関の口座番号

　○留意事項
　　上記の詳細、住民税申告の記載指導については、別途町ホームページや回覧等

でお知らせします。
青色申告、消費税・雑損控除・土地・建物・株式等の譲渡所得・贈与税の申告

は受付できませんので税務署で手続きいただくか、ｅ ‐ Ｔａｘ（国税電子申告・
納税システム）をご利用ください。

　　また、感染症予防対策として、マスクの着用等をお願いする場合がありますの
　であらかじめご了承願います。

 

大雪シーズンの心得
　留萌地方では、12 月から 1 月までの降雪量が最も多く、年間降雪量のおよそ半分
がこの時期に集中します。
　大雪を伴う災害には、除雪が間に合わないことによる道路の通行止めや公共交通機
関の運休・遅延、電線や樹木などに雪が積もる重みでの電線の切断による停電、さら
には雪の重みによる家屋の倒壊などがあり、日常生活に大きな影響を及ぼします。
　気象庁ホームページでは、市町村単位での注意警戒期間や各地域の積雪の状況や 6
時間先までの降雪量の予想などを確認することができます。
　最新の天気予報や気象情報を確認して行動するよう心がけましょう。

　 Information
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町公式ライン

 
　

苫前町会計年度任用職員募集のお知らせ
募集する職種及び人員等
１．職種　事務補助員（文章作成、起案、伝票処理、その他一般事務）　
２．採用人員　若干名
応募資格
１．パソコン（Excel 及び日本語ワードソフト）が使える方
２．通勤可能な方
勤務条件等
１．勤務時間　午前 8 時 30 分から午後 4 時 30 分（休憩 1 時間除く）
２．勤務を要しない日　土・日曜日及び祝日、年末年始（12 月 31 日～ 1 月 5 日）
３．勤務場所　苫前町役場
４．有給休暇　あり
５．社会保険　健康保険、厚生年金保険、雇用保険、非常勤公務災害補償に加入
６．給与等 　  月額報酬 165,700 円　ほか通勤手当、期末勤勉手当等支給あり

応募方法
１．応募申請書（町 HP からダウンロード、もしくは役場総務財政課及び古丹別
　　　　　　　   支所に備え付けてあります）
２．履歴書（自署のうえ、上半身写真を貼付）
３．自動車運転免許の写し
４．（お持ちの方）障がい者手帳等の写し
５．上記に加え、ハローワークの紹介で応募される方は、ハローワークの紹介状

応募書類の提出先及びお問合せ先
苫前町役場２階 総務財政課総務係
〒 078-3792　北海道苫前郡苫前町字旭３７番地の１　TEL 0164-64-2211
メールアドレス：somuzaisei@town.tomamae.lg.jp

事務補助員

任用期間 令和 8 年 4 月 1 日～令和 9 年 3 月 31 日（任用期間の更新有り）

応募期間 令和 8 年 1 月 16 日（金）まで

我が家の宝物大募集我が家の宝物大募集‼‼
町民の皆さんが思わず笑顔になるような元気なお子さんの写真に加え、
飼育している動物も新たに募集いたします。
対象：1～6 歳の未就学児または、飼育している動物
募集期限：誕生月の前々月の末日まで写真・名前・年齢・誕生日・
メッセージを添えて QR コードからふるってご応募ください。
※動物の写真で応募される方は、名前とメッセージのみ添えてご応募く
ださい。お待ちしています！
お問合せ 苫前町総合政策室 ☎：0164-64-2040
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ＪＡ北海道厚生連　苫前厚生クリニックよりお知らせ
皮膚科　外来日は
 １月 14 日（水）
午前
 診療時間　  8：30 ～ 12：00
 受付時間　  8：00 ～ 11：30
午後
 診療時間　13：30 ～ 15：00
 受付時間　13：00 ～ 14：30

管理栄養士による
「今日からあらためる食事療法・なん
でも相談」
日程：1 月 21 日（水）
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予約制です。
ご希望の方は電話でお気軽に
おたずねください。

ＪＡ北海道厚生連　苫前厚生クリニック（☎ 0164-65-3535）
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苫前三角点スキー場・古丹別緑ヶ丘スキー場がオープンします！苫前三角点スキー場・古丹別緑ヶ丘スキー場がオープンします！

開 設 期 間　 令和 8 年１月６日 ( 火 ) ～２月２８日 ( 土 )

日 月 火 水 木 金 土
苫前三角点スキー場 （休） 休
古丹別緑ヶ丘スキー場 （休） 休

平日・冬休み
(1/6 ～ 1/19）

平日
（1/20 ～ 2/28） 土曜・祝日 日曜日

昼 (13：00～
15：45) 〇 〇 〇

夜 (18：30～
20：45) 〇 〇 〇

定　休　日

リフト運行

利 用 区 分 1 日券 シーズン券
小・中学生 100 円    520 円  
高　校　生 210 円 1.040 円
一　　　般 320 円 2.120 円

リフト料金

冬休み期間は (休) も営業
祝日は通常開放

＊積雪の状況により、開設期間を変更することがあります。
＊ 15:45 ～ 18:30 はリフト、ロッジともに休ませていただきます。

　                ＊ロッジはリフト運行終了時から 15 分後まで利用できます。

今年もたくさん
   滑るぞ！！

お問合せ　苫前町公民館（☎０１６４－６５－４０７６）



発行：北海道苫前町　／　編集：総合政策室総合政策係

苫前町の交通事故情報苫前町の交通事故情報
令和 7 年 11 月の事故情報

交通事故死ゼロ日数
11 月 30 日 現 在1,602日

風力発電の風力発電の
売電状況売電状況

（町営風車「風来望」）（町営風車「風来望」）

令和 7 年 11 月分の実績
供給電力量　  　  　供給電力量　  　  　
　826,153　826,153kWhkWh

ま ち の 人 口ま ち の 人 口

　男　　1,303 人　（＋２）
　女　　1,335 人　（± 0）
合　計　2,638 人　（+ ４）
世　帯　1,429 戸　（+ ２）

（前月比）
（11 月 30 日現在）（11 月 30 日現在）

  16,357,829 円  16,357,829 円

発 生
件 数0件

死
者
数0件

負傷
者数 0件

 
1 月　町 税 の 納 期 1 月　町 税 の 納 期 

個人町民税個人町民税
固定資産税固定資産税

の納付月です。
納期内の納付にご協力をお願いします。

ちびっこギャラリー 認定古丹別こども園
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ぼうしやスカートをかわい
くかきました。ゆっくりて
いねいにかきました。

ねこのあしがじょうずに
できました。スタンプを
がんばりました。

おはながみをたくさんはり
ました。かっこいいリース
ができました。

ふうとうでふくろうをつくり
ました。ハサミではっぱをき
るところをがんばりました。

シールをいっぱいは
りました。

おひげをつけるのがた
のしかったです。

「かわいいだけじゃ
だめですか？」

「ふくろうのお月見」 「スノーマンのリース」

「くろねこのリース」 「サンタクロース」 「きのこ」


